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第１部 総  論 

 

１ 障害者自立支援法制定の背景 

わが国の障害福祉制度は、行政がサービス利用を決定する措置制度の下で実施されてきまし

たが、平成15年度からは、利用者の選択による契約に改めた支援費制度が導入されました。こ

れにより、ホープヘルプサービス等の利用者が大幅に増加しました。 

しかしながら、想定外の利用量急増により財源不足に陥ったことや、各種サービスの提供や

相談支援体制についての市町村格差が目立ってきました。また、精神に障害のある人は支援費

制度の対象になっていなかったこともあって、身体や知的障害のある人のサービスに比較して

立ち後れが指摘されていました。さらに、福祉施設や事業体系については、利用者の入所期間

の長期化等により、その本来の機能と利用者の実態が乖離する等の状況にあるほか、入所者の

地域生活への移行や就労の支援といった新たな課題への対応が求められていました。このよう

な状況への対応策として、平成17年11月、障害者自立支援法が公布されました。主な改正点

は次のとおりです。 

① 障害福祉サービスの一元化 

サービス提供主体が市町村に一元化されました。また、障害のある人の自立支援を目的

とした福祉サービスは、障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）にかかわらず、共

通の制度により提供することとされました。 

② 障害のある人がもっと「働ける社会」に 

一般就労へ移行することを目的とした就労移行支援事業を創設するなど、働く意欲と能

力のある障害のある人が企業等で働けるよう、福祉側から支援することとされました。 

③ 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 

市町村が地域の実情に応じて障害福祉に取り組み、障害のある人が身近なところでサー

ビスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制が緩和されました。 

④ 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 

支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基

準が透明化、明確化されました。 

⑤ 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し、支え合う仕組みの強化 

ⅰ 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」 

障害のある人が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサー

ビスの量と所得に応じた公平な利用者負担が求められるようになりました。 
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ⅱ 国の「財政責任の明確化」 

福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービス

も、国が義務的に負担する仕組みに改められました。 

障害者自立支援法では、以上の改正内容等を担保するために、市町村および都道府県に障害

福祉計画の策定を義務づけています。 

 

 

２ 新しいサービス体系 

(1) 新たな自立支援システム 

障害者自立支援法によるサービスは、国や都道府県の義務的経費が伴う個別給付としての

「自立支援給付」と、市町村の創意工夫により、利用者の状況に応じて柔軟に実施できる「地

域生活支援事業」に大別されます。 

図１－１ 新たな自立支援システム 
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・居宅介護（ホームヘルプ） 

・重度訪問介護 

・行動援護 
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・児童デイサービス 

・短期入所（ショートステイ）

・療養介護 

・生活介護 

・施設入所支援 

・共同生活介護（ケアホーム）

訓練等給付 
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地域生活支援事業 

・相談支援 ・地域活動支援センター 

・コミュニケーション支援 ・日中一時支援 

・日常生活用具の給付又は貸与 ・社会参加促進事業 
・移動支援 ・その他の日常生活又は社会生活支援 

・専門性の高い相談支援   ・広域的な対応が必要な事業   ・人材育成 等 

都道府県

市町村

支援
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(2) 障害福祉サービス 

障害者自立支援法により、障害のある人の自立支援を目的とする福祉サービスの体系が大

きく変わりました。従来、身体・知的・精神という障害の種類ごとに行われていたサービス

を一元化したこと、「居宅サービス」「施設サービス」を「介護給付」「訓練等給付」にした

こと、日中活動の場と居住の場を分けたことなどです。「介護給付」とは、「居宅介護」「重

度訪問介護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「児童デイサービス」「短期入所」「療養

介護」「生活介護」「施設入所支援」「ケアホーム」をいい、「訓練等給付」とは、「自立訓練

（機能訓練・生活訓練）」「就労移行支援」「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」「グループホーム」

をいいます。「障害福祉サービス」とは、上記14サービスの総称です。 

図１－２ 障害福祉サービスの体系 

 <旧サービス＞ ＜新サービス＞ 

ホームヘルプ（身・知・児・精）

デイサービス（身・知・児・精）

ショートステイ（身・知・児・精）ショートステイ（身・知・児・精）
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生活訓練施設（精） 共同生活援助（グループホーム） 
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３ 現状の課題  
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(1) 居宅生活支援サービス 

１－３は、本市、富山県および全国の平成16年10月の居宅系サービス（ホームヘルプ

サービス、デイサービス、ショートステイ、通所施設およびグループホームをいいます）の

人口10万人あたりの利用者数の比較です。富山県の居宅系サービスの利用者は、全国平均

より少なく、本市はさらに富山県より少なくなっています。図１－４のホームヘルプサー

ビスの利用者数も、本市および富山県は、全国平均よりかなり少なくなっています。なお、

富山県のホームヘルプサービス利用者数は、秋田県、茨城県および佐賀県と並んで最も少な

い県の一つとなっています。

本市の居宅生活支援サービス利用者は、全国平均よりかなり少ないという結果となってい

ます。 

図１－３ 居宅系サービスの利用者数 図１－４ ホームヘルプサービスの利用者数 

  
 

  

 

  

 
 

 

 
 

 
（注）１ 人口10万人あたりの利用者数 （注）１ 人口10万人あたりの利用者数 
   ２ 精神に障害のある人のサービスおよ

び障害のある児童の通所施設は含まれ

ていない。 

   ２ 精神に障害のある人は含まれていな

い。 

資料：富山県および全国は、厚生労働省「障害

福祉サービスの実施状況等について」

（平成16年10月分） 

資料：富山県および全国は、厚生労働省「障害

福祉サービスの実施状況等について」

（平成16年10月分） 
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図１－５ 入所施設の利用者数 

（注）１ 人口10万人あたりの利用者数 

   ２ 精神に障害のある人および障害の

ある児童は含まれていない。 

資料：富山県および全国は、厚生労働省「障

害福祉サービスの実施状況等につい

て」（平成16年10月分） 
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(2) 施設訓練等サービス 

図１－５により、入所施設の利用者数を

みると、本市は富山県平均よりも少ないも

のの、全国平均より多くなっています。厚

生労働省の示した「障害福祉サービス及び

相談支援並びに市町村及び都道府県の地域

生活支援事業の提供体制の整備並びに自立

支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実

施を確保するための基本的な指針」（以下

「基本指針」といいます）においては、「第

１期計画時点の施設入所者数の１割以上が

地域生活へ移行することとするとともに、これにあわせて平成23年度末の施設入所者数を

第１期計画時点の施設入所者数から７％以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応

じて目標を設定することが望ましい」とされています。 

 

(3) 精神科病院入院者 

富山市の人口10万人あたりの精神科病床数は411.8床と、全国平均より50％近くも多く

なっています（図１－６）。図１－７は、精神科病床平均在院日数の比較です。本市は、全

国、富山県よりは少ない日数になっていますが、精神科病院入院者が平均で318.8日入院し

ていることになります。一般病床の入院期間の全国平均が19.2日ですから、精神科病院入

院者の入院期間は非常に長いことがわかります。入院されている精神に障害のある人のなか

には、入院治療をするほどではないが、居場所がないため入院されている、いわゆる社会的

入院に該当する人もいると考えられます。 

基本指針においては、「入院中の精神障害者の地域生活への移行」が規定されています。

具体的な数値として、精神科病院入院者で受け入れ条件が整えば退院可能な人数について、

国は富山県全体で500人、精神科病院入院者の14.6％としていましたが、県は富山県全体

で343人、精神科病院入院者の10.2％としました。いずれにしても、精神科病院退院者の

地域における居場所の確保に努める必要があります。 

また、精神に障害のある人に対する訪問系サービスは全国的に立ち遅れており、その充実

に努める必要があります。 
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図１－７ 精神科病床平均在院日数 図１－６ 人口10万人あたりの精神科病床数 
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資料：厚生労働省「平成18年病院報告」 資料：厚生労働省「平成18年病院報告」 

 

(4) まとめ 

本市の障害のある人に対して施設を使用して行うサービスは、全国平均と比較して非常に

充実しているといえます。特に、入所（院）施設において顕著です。しかし、居場所がなく

て入所（院）している「社会的入所（院）」に該当する障害のある人も少なくないと考えら

れます。障害者自立支援法は、第３条において「国民の責務」として、「すべての国民は、

その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生

活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない」とし

ています。障害のある人が自立した地域生活を送るための住宅、グループホーム、ケアホー

ム等の確保に努める必要があります。 
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４ 計画の性格等 

(1) 計画の性格 

① この計画は、障害者自立支援法第88条に定める障害福祉計画であり、厚生労働省の示

した基本指針に即して策定しました。 

② この計画は、「富山市障害者計画」の障害福祉サービス分野の実施計画という性格を有

しています。 

 

(2) 計画の範囲 

① 障害福祉サービスの対象は、身体に障害のある人、知的障害のある人および精神に障害

のある人です。 

② この計画の対象地域は、富山市ですが、「新とやま障害者自立共生プラン」で定められ

た富山障害保健福祉圏域に属する市町村と連携しながら推進します。 

 

(3) 計画の期間 

この計画は、平成21年度から平成23年度の３年間を計画期間とします。なお、平成23

年度には必要な見直しを行い、平成24年度から平成26年度を計画期間とする第３期障害福

祉計画を策定します。 

 

(4) 目標年度 

障害者自立支援法により、第１期計画時点の福祉施設が新たなサービス体系への移行を完

了するのは、平成23年度末です。本計画においては、平成23年度を目標年度と位置づけ、

目標年度において達成すべきサービス提供量や計画達成の指標などを数値目標として設定

します。 

図１－８ 計画の期間 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

          平成23年度

の数値目標 新サービス体系への移行 

第３期障害福祉計画 第１期障害福祉計画 第２期障害福祉計画 

（第１次）障害者計画

（13年度～18年度） 
（第２次）障害者計画（19年度～26年度） 
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５ 基本的理念 

障害のある人の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念および「ノーマライゼー

ション社会」の実現をめざす富山市障害者計画を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、障害

福祉計画を作成し、推進します。 

 

(1) 障害のある人の自己決定と自己選択の尊重 

ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別、程度を問わず、障害のある人が自らその

居住する場所を選択し、その必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害の

ある人の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供体

制の整備に努めます。 

 

(2) 障害の種類や地域におけるサービス格差の解消 

身体障害、知的障害および精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度が一元化されまし

た。これを契機として、立ち遅れている精神に障害のある人の各種サービスの充実に努めま

す。また、本市は市街地から山間地までを含む広大な市域を有していますが、障害のある人

が本市のどこに住んでいても適切なサービスを受けることができるサービス提供体制の充

実に努めます。 

 

(3) 新たな課題に対応したサービス提供体制の整備 

障害のある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった新たな課題に

対応したサービス提供体制を整えるとともに、障害のある人の生活を地域全体で支えるシス

テムを実現するため、身近な地域におけるサービス拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォー

マルサービスの提供等、地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備に努めます。 
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６ 計画の策定方法  

(1) ニーズ等の把握 

平成20年９月、「第２期富山市障害福祉計画」策定の基礎資料とすることを目的として、

障害者自立支援法による障害福祉サービス支給決定者および障害福祉サービス支給決定を

受けていない地域生活支援事業受給者証所持者に、平成18年度から施行された障害者自立

支援法によるサービスの影響等についてお聞きしました。 

表１－１ 回収結果 

配 布 数 回 収 数 有効回答数 有効回答率 

1,244人 657人 652人 52.4％ 

 

(2) 計画の策定体制 

計画の策定にあたっては、審議機関として富山市障害者自立支援協議会をあて、事務局は

福祉保健部障害福祉課が担当しました。 
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